
土地区画整理法に基づく建築行為等の許可に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」

という。）第７６条第１項の規定による建築行為等の許可（以下「許可」とい

う。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（申請）

第２条 許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、許可申請書（

様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、施行者（法第２条第３項に規定す

る施行者をいう。以下同じ。）を経由して（施行者が町である場合にあっては

、直接。第４条第１項において同じ。）町長に提出しなければならない。

（１） 位置図

（２） 土地の形状及び面積が確認できる書類

（３） 許可に係る行為の内容が確認できる書類

（４） その他町長が必要と認める書類

２ 前項の規定により施行者を経由して許可申請書を提出する場合において、

申請者から許可申請書の提出を受けた施行者は、当該許可申請書に法第７６

条第２項の意見を記載した書類を添付しなければならない。

（処分の決定及び通知）

第３条 町長は、許可申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、処

分を決定し、その旨を申請者及び施行者に通知しなければならない。

（建築行為等の内容変更）

第４条 許可を受けた者が、当該許可に係る行為の内容を変更しようとすると

きは、変更許可申請書（様式第２号）に当該変更の内容が確認できる書類を

添付し、施行者を経由して町長に提出しなければならない。

２ 第２条第２項及び前条の規定は、前項の規定による内容変更について準用

する。

（建築行為等の中止）

第５条 許可を受けた者が、当該許可に係る行為を中止しようとするときは、

中止届（様式第３号）により町長に届け出なければならない。

（委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、許可に関し必要な事項は、町長が別に

定める。

附 則

この規則は、令和５年６月１日から施行する。


